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定款一部変更に関するお知らせ 

当社は、2020年６月４日開催の取締役会において、2020年６月 29日開催予定の第 17回

定時株主総会に、下記の通り、定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

記 

１．定款変更の理由 

(１)当社及び当社のグループ会社の今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するた

め、現行定款第２条（目的）について事業目的の記載内容の一部の変更を行うもの

であります。 

(２)法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規

定の新設及び補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、現行定款第 34条（監

査役の選任）及び第 35条（監査役の任期）について記載内容の一部の変更を行う

ものであります。 

２．定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日 2020年６月 29日（予定） 

定款変更の効力発生日            2020年６月 29日（予定） 

以 上 



【別紙】 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第２条         （目的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

（現行どおり） 

(１)～(８)   （省略） （現行どおり） 

 （新設） (９) 臨床試験、検査、診断、予測等の

医療分野等における支援サービス 

(９) （省略） (10) （現行どおり）

(10) （省略） (11) （現行どおり）

(11) （省略） (12) （現行どおり）

＜中略＞ ＜中略＞ 

第３４条（監査役の選任） 

監査役は、株主総会において選任する。 （現行どおり） 

２．監査役の選任決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権

の過半数をもって行う。 

（現行どおり） 

 （新設） ３．当会社は、会社法第329条第３項の規定

に基づき、法令に定める監査役の員数

を欠くこととなる場合に備えて、株主

総会において補欠監査役を選任するこ

とができる。 

 （新設） ４．前項の補欠監査役の選任に係る決議が

効力を有する期間は、当該決議後４年

以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の開始の時

までとする。 

第３５条（監査役の任期） 

  監査役の任期は、選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとする。 

（現行どおり） 

２．補欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時ま

でとする。 

２．任期の満了前に退任した監査役の補欠

として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了する時まで

とする。ただし、前条第３項により選任

された補欠監査役が監査役に就任した

場合は、当該補欠監査役としての選任

後４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終

結の時を超えることができないものと

する。 

以 上 


